
年
末
の
ご
み
処
理
は

お
早
め
に

１
０
０
０
８
３
８

　

年
末
の
ご
み
処
理
施
設
は
、
大

変
混
雑
し
、
入
場
す
る
ま
で
30
分

以
上
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
ご
み
は
、
で
き
る
だ
け
収
集
日

に
地
区
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
や
む
を
得
ず
ご
み
処
理
施
設
へ

ご
み
を
持
ち
込
む
場
合
は
、
混
雑

解
消
の
た
め
、
事
前
に
分
別
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
粗
大
ご
み
は
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
は
出
せ
ま
せ
ん
。
分
別
が
分
か

ら
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▪
持
ち
込
め
る
ご
み
の
種
類

【
各
資
源
化
・
環
境
セ
ン
タ
ー
】

　
も
や
せ
な
い
ご
み
・
空
缶
・
小

物
金
属
・
ガ
ラ
ス
び
ん
・
紙
類
・

布
類・プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
類・

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル・白
色
ト
レ
イ・

有
害
ご
み
・
粗
大
ご
み
（
剪
定

木
・
枝
類
、
草
は
赤
羽
根
環
境

セ
ン
タ
ー
の
み
）

【
田
原
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
炭

生
館
】

　
も
や
せ
る
ご
み

各
地
区
の
ご
み
の
収
集
日
は
、

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。ま
た
、各
施
設
の
年

末
・
年
始
の
業
務
日
に
つ
い
て

は
、22
ペ
ー
ジ「
年
末
・
年
始
の

業
務
の
お
し
ら
せ
」を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
廃
棄
物
対
策
課
☎
23‐３
５
３
８

▼
東
部
資
源
化
セ
ン
タ
ー

☎
27‐０
１
０
０

▼
赤
羽
根
環
境
セ
ン
タ
ー

☎
45‐３
４
９
７

▼
渥
美
資
源
化
セ
ン
タ
ー

☎
32‐３
３
２
２

▼
炭
生
館
☎
24‐０
１
５
１

ご
み
は
決
め
ら
れ
た
日
に

決
め
ら
れ
た
場
所
へ

１
０
０
０
８
３
８

　
最
近
、
収
集
日
の
前
日
に
ご
み

を
出
し
た
り
、
他
の
地
区
の
ご
み

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
た
り
す
る

な
ど
、
ご
み
出
し
の
ル
ー
ル
や
マ

ナ
ー
が
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
ご

み
を
出
し
、
地
域
の
環
境
保
全
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◦
ご
み
は
、
収
集
日
当
日
の
午
前

６
時
～
８
時
の
時
間
帯
に
、
決

め
ら
れ
た
場
所
へ
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◦
生
ご
み
は
、
し
っ
か
り
と
水
切

り
し
て
か
ら
出
す
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

◦
紙
類
・
布
類
の
収
集
日
が
雨
天

の
場
合
は
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

◦
「
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
」

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
確
認
し
、
し
っ

か
り
と
ご
み
を
分
別
し
て
出
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
廃
棄
物
対
策
課

☎
23‐３
５
３
８

23‐１
８
３
２

シ
ー
サ
イ
ド
田
原
光
崎

宅
地
分
譲
中（
先
着
順
）

１
０
０
４
０
９
６

▪
田
原
市
で
17
区
画
を
分
譲
中

▼
建
築
課
☎
23‐３
５
２
７

▪
愛
知
県
住
宅
供
給
公
社
で
残
り

　
１
区
画
を
分
譲
中

所
在
地
：
田
原
市
光
崎
地
内　
宅

地
面
積
：
２
０
５
㎡
（
62
坪
）

譲
渡
価
格
：
８
６
５
万
円　

▼
愛
知
県
住
宅
供
給
公
社
総
務
企

画
課

【
平
日
】

☎（
０
５
２
）９
５
４‐１
３
３
１

【
土
・
日
曜
日
】

☎
23‐４
３
１
９

人
権
擁
護
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

12
月
４
日
～
10
日
は「
人
権
週
間
」

▪
お
気
軽
に
ご
相
談
を

　
田
原
市
内
に
は
、
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
10
名
の
人
権
擁
護

委
員
が
い
ま
す
。

　
い
じ
め
や
虐
待
な
ど
の
困
り
ご

と
、
何
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
専
用
電
話　

＊
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
☎（
０
５
７
０
）０
０
３‐
１
１
０

＊
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

（
０
１
２
０
）０
０
７‐
１
１
０

＊
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎（
０
５
７
０
）０
７
０‐
８
１
０

▪
人
権
擁
護
委
員
の
活
動

　

人
権

擁
護
委

員
は
、

地
域
の

皆
さ
ん

が
人
権

に
つ
い

て
関
心

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
啓
発
活

動
を
行
っ
た
り
、
法
務
局
や
田
原
福

祉
セ
ン
タ
ー
、
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン

ド
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
つ
い

て
相
談
を
受
け
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

啓
発
活
動
で
は
、
市
内
の
小
学

校
へ
出
向
き
、
人
権
紙
芝
居
を
使
っ

て
子
ど
も
た
ち
に
思
い
や
り
の
大

切
さ
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
中
学
校
、
高
等
学
校
で

は
、
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
に
よ
る
い
じ
め
防
止
の
た
め
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
を
活
用
し
て
分
か
り

や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
企
業

で
は
、
セ
ク
ハ
ラ
や
パ
ワ
ハ
ラ
に
関

す
る
研
修
も
行
って
い
ま
す
。

▼
地
域
福
祉
課

☎
23‐３
５
１
２

23‐３
５
４
５

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
・
豊

橋
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

☎（
０
５
３
２
）54‐９
２
７
８

 ●人権擁護委員の皆さん
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